
障がい者負担軽減、産科・小児科の充実、木曽団地交番存続など市民要求実現を障がい者負担軽減、産科・小児科の充実、木曽団地交番存続など市民要求実現を

　

１０
月
１４
日
、
明
治
公
園
で
「
教
育
基
本
法
改
悪
反

対
大
集
会
」
が
開
催
さ
れ
、
町
田
か
ら
も
多
く
の
市
民

が
参
加
し
、
会
場
は
２
万
７
千
人
も
の
人
で
あ
ふ
れ
ま

し
た
。
安
倍
首
相
は
、
今
の
臨
時
国
会
で
改
憲
に
道
を

開
く
準
備
と
し
て
、
ま
ず
「
教
育
基
本
法
」
を
大
き
く

変
え
て
、
国
や
財
界
に
都
合
の
い
い
人
材
作
り
を
進
め

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
「
改
悪
」
さ
れ
る
と
、
愛
国
心

な
ど
２０
項
目
も
の
「（
政
府
が
考
え
る
）
日
本
国
民
と

し
て
あ
る
べ
き
姿
」
を
、
法
律
に
よ
っ
て
学
校
や
子
ど

も
た
ち
へ
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
会
場
を
埋
め

尽
く
し
た
人
た
ち
は
、
戦
争
で
き
る
国
づ
く
り
の
た
め

に
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来

を
奪
い
取
る
教
育
基
本
法

の
改
悪
は
、
絶
対
に
阻
止

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

９
月
に
は
東
京
地
裁
で
、

「
日
の
丸
・
君
が
代
の
強

制
は
違
憲
だ
」
と
す
る
判

決
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
が
日
本
社
会
の
当
た

り
前
に
な
る
日
ま
で
、
日

本
共
産
党
は
子
ど
も
た
ち

の
未
来
を
守
る
た
た
か
い

の
先
頭
に
立
っ
て
、
み
な

さ
ん
と
共
に
が
ん
ば
り
ま

す
。

明治公園での10.14教基法大集会（日本共産党市議団も参加）

教基法大集会教基法大集会１０・１４１０・１４１０・１４
日本の未来がかかったたたかいはこれから日本の未来がかかったたたかいはこれから

ｉｎ東京

申告すれば住民税減税も！申告すれば住民税減税も！申告すれば住民税減税も！ 国保証返還に延滞金含めない！国保証返還に延滞金含めない！国保証返還に延滞金含めない！

議員提出議案、請願の表決結果

乳幼児医療費助成拡充の条例や障害者自立支援法、介護保険制度の問題点を改善するため、
日本共産党は議員提出議案を提案。他党とも共同して奮闘しました。

◎＝提出、○＝賛成、△＝一部賛成、×＝反対

議員提出議案・請願
日　本
共産党

民　主
社　民
ネット

まちだ
新世紀

自民党 公明党 表決

市長石阪丈一君の不信任に関する決議 ◎ △ × × × 否決

乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例（議員提出）

◎ × × × × 否決

障害者自立支援法の施行に伴う利用者負担額の助成
に関する条例（議員提出）

◎ ◎ × × × 否決

介護保険制度の実態に即した改善・見直しを求める
意見書

◎ ○ × × × 否決

高齢者の大増税の中止を求める意見書 ◎ ○ × × × 否決

青年の雇用確保をすすめることを求める意見書 ◎ ○ × × × 否決

労働分野の規制緩和路線を中止し、人間らしい雇用
の実現を求める意見書

◎ ○ × × × 否決

義務教育国庫負担制度を堅持し、国の負担率を２分
の１に復活することを求める意見書

◎ × × × × 否決

町田市に石阪市長の政治資金規正法違反事件が及ぼ
した影響等に関する調査委員会の設置を求める請願

○ ○ × × × 否決

日
本
共
産
党
の
一
般
質
問

　決算特別委員会では、2005年度の予算執

行において、定率減税の廃止などで市民税が

14億5千万円の増収、家庭ごみの有料化では

半年で10億円の手数料収入があったにもか

かわらず、この増収分が市民の暮らしを守る

ために使われなかったことを指摘しました。

また、保育料や学童クラブ育成料の値上げ、

低所得高齢者のホームヘルプ利用料の軽減措

置の廃止など、市民にさらなる負担増が押し

つけられる一方で、51億円の建設基金を温

存したまま庁舎建設計画だけは聖域で進めら

れました。地方自治体の責務として、税金は

新庁舎建設を急ぐことよりも、市民生活を支

えるためにこそ最優先に使うべきだとの理由で、

日本共産党は決算認定に反対しました。

税金は新庁舎より

市民生活最優先に

税金は新庁舎より

市民生活最優先に

05年度
決算認定
05年度
決算認定
日本共産党反対

と
の
む
ら
健
一

事
件
の
政
治
責
任
を
取
り
辞
職
す
べ
き

 

市
長　
「
そ
の
よ
う
な
考
え
は
な
い
」

　

と
の
む
ら
健
一
市

議
は
、
市
長
の
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
事

件
で
、
案
内
メ
ー
ル

作
成
へ
の
市
長
自
身

の
直
接
関
与
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
が
、

市
長
は
改
め
て
否
定
。
二
度
目
の
メ
ー
ル
作

成
は
「
長
女
が
」
と
答
弁
。
政
治
責
任
を
取

り
辞
職
す
べ
き
と
の
質
問
に
は
、
「
そ
の
考

え
は
な
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
都
が
廃
止
す

る
計
画
の
木
曽
団
地
交
番
の
存
続
を
求
め
た

質
問
に
市
長
は
、
「
警
視
庁
に
働
き
か
け
る

考
え
は
な
い
」
と
答
弁
。
中
心
部
へ
の
子
ど

も
セ
ン
タ
ー
建
設
は
、「
用
地
確
保
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
い
る
」
と
答
え
ま
し
た
。

（
七
九
三
）五
四
五
八廃止計画がある木曽団地交番

10割負担の国保資格証明書

9月21日付「広報まちだ」

細
野
り
ゅ
う
子

「
国
保
証
の
取
り
上
げ
中
止
を
」

 

助
役　
「
国
保
証
返
還
に
延
滞
金
返
金
は
条
件
と
し
な
い
」

細
野
り
ゅ
う
子
市
議

は
、
４
千
を
こ
す
国

保
税
を
払
え
な
い
世

帯
か
ら
国
保
証
の
取

り
上
げ
は
、
行
う
べ

き
で
は
な
く
、
国
保
証
の
返
還
を
工
夫
す
る

よ
う
に
求
め
ま
し
た
。
助
役
は
「
１４
・
６
％

の
延
滞
金
も
含
め
て
全
額
返
済
と
い
う
国
保

証
返
還
の
条
件
を
、
本
税
の
み
と
し
、
分
納

期
間
も
１
年
延
長
し
た
」
と
答
弁
。
大
き
く

改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

介
護
保
険
制
度
改
定
に
よ
る
電
動
ベ
ッ
ド
や

ヘ
ル
パ
ー
の
取
り
上
げ
を
や
め
る
よ
う
、
強

く
求
め
ま
し
た
が
、
「
代
替
策
は
行
わ
な
い
」

と
助
役
が
答
弁
、
市
民
の
願
い
に
背
を
向
け

ま
し
た
。

（
七
九
六
）八
一
六
三

佐
々
木
と
も
子

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
間
開
放（
市
場
化
テ

ス
ト
法
）
を
ど
う
考
え
る
か

 

市
長　

民
間
が
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
て
も
い
い

　

佐
々
木
と
も
子
市

議
は
、
１０
月
か
ら
全

面
実
施
と
な
る
障
害

者
自
立
支
援
法
に
、

町
田
市
独
自
で
負
担

軽
減
を
図
る
よ
う
強
く
求
め
ま
し
た
。
助
役

か
ら
は
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
を
調
査
分
析
し
（
や

る
方
向
で
）
検
討
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
「
行
政
改
革
推
進
法
」

や
「
市
場
化
テ
ス
ト
法
」
が
市
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
る
の
か
の
問
い
に
は
、
市
長

が
「
サ
ー
ビ
ス
業
で
あ
る
自
治
体
の
経
営
改

革
を
進
め
る
」
と
答
え
、
民
間
企
業
が
公
的

サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う

考
え
を
示
し
ま
し
た
。

（
七
九
三
）四
一
三
七

指定管理者制度導入の市立室内プール

佐
藤
よ
う
子

産
科
・
小
児
科
の
充
実
と

子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
を
求
め
て

 

助
役　

子
育
て
支
援
の
重
要
課
題
の
一
つ

　

佐
藤
よ
う
子
市
議

は
産
科
・
小
児
科
の

現
状
と
充
実
に
つ
い

て
質
問
。
市
民
病
院

総
院
長
は
八
王
子
小

児
病
院
廃
止
で
、
市
民
病
院
の
周
産
期
セ
ン

タ
ー
の
役
割
は
重
要
、
医
師
確
保
に
努
め
る

と
答
弁
。
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
拡
充
に

つ
い
て
は
、
助
役
が
重
要
課
題
の
一
つ
と
考

え
る
が
今
は
更
な
る
拡
充
の
考
え
は
な
い
と

答
弁
。
ま
た
指
定
管
理
者
制
度
導
入
で
、
室

内
プ
ー
ル
の
安
全
は
ど
う
か
と
い
う
問
い
に

は
従
業
員
に
安
全
確
保
の
周
知
徹
底
を
図
っ

て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
と
部
長
が
答
え
ま

し
た
。

（
七
九
七
）五
九
四
八

た
か
し
ま
均

税
の
負
担
増
か
ら

市
民
の
く
ら
し
を
守
る
た
め
に

 

部
長　

「
広
報
で
周
知
す
る
」

　

た
か
し
ま
均
市
議

は
、
税
の
負
担
増
に

対
す
る
市
の
対
応
を

指
摘
し
ま
し
た
。
年

金
だ
け
が
収
入
の
高

齢
者
の
場
合
、
大
半
の
方
が
市
民
税
の
申
告

は
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
国
保
税
等
の

控
除
額
が
あ
れ
ば
、
申
告
す
れ
ば
減
税
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
へ
の
対
応
を

９
月
21
日
付
「
広
報
」
で
市
民
に
周
知
す
る

と
の
答
弁
を
引
き
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
中

小
業
者
に
対
す
る
「
納
税
の
猶
予
」
に
つ
い

て
は
、
病
気
や
手
形
の
不
渡
り
、
取
引
先
の

倒
産
で
も
分
割
納
付
や
延
滞
金
の
免
除
が
で

き
る
と
確
認
さ
せ
ま
し
た
。

（
七
三
四
）一
一
一
六

日 本 共 産 党 町 田 市 議 団 ニ ュ ー ス2006年11月 （2）（3）


